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（
別
紙
３
）
○
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
社
内
規
則
等
）

（
社
内
規
則
等
）

第
五
十
三
条
の
七

保
険
会
社
は
、
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十

第
五
十
三
条
の
七

保
険
会
社
は
、
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十

九
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
を
営
む
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
内

九
条
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
を
営
む
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
内

容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う

容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う

目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
の
顧
客
へ
の
説
明
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な

目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
の
顧
客
へ
の
説
明
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な

業
務
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

業
務
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
る
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ
ス
ク
の
説
明
並
び
に
犯
罪
を
防
止
す
る

に
よ
る
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ
ス
ク
の
説
明
並
び
に
犯
罪
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に

た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に

準
ず
る
も
の
を
い
う
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
そ
の

、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運

他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制

営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
険
会
社
が
、
人
の
死
亡
に
関
し
、
一
定
額
の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約

（
新
設
）

し
、
保
険
料
を
収
受
す
る
保
険
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者
が
十
五
歳
未
満
で
あ
る

も
の
又
は
被
保
険
者
本
人
の
同
意
が
な
い
も
の
（
い
ず
れ
も
不
正
な
利
用
の
お

そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
死
亡

保
険
」
と
い
う
。
）
の
引
受
け
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
の
社
内
規
則
等
に
、

死
亡
保
険
の
不
正
な
利
用
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
を
保
護
す
る
た

め
の
保
険
金
の
限
度
額
そ
の
他
引
受
け
に
関
す
る
定
め
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
業
務
、
経
理
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
業
務
、
経
理
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
六
十
条

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
五
及
び
第
五
十
二
条

第
百
六
十
条

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
五
及
び
第
五
十
二
条

の
六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
二
ま
で
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
に
つ
い
て
、

の
六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
二
ま
で
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
に
つ
い
て
、

第
六
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
契
約
者
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い

第
六
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
契
約
者
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い

て
、
第
六
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
公
正
か
つ
衡
平
な
契
約
者
配

て
、
第
六
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
公
正
か
つ
衡
平
な
契
約
者
配

当
を
行
う
た
め
に
日
本
に
お
い
て
設
け
る
勘
定
に
つ
い
て
、
第
六
十
六
条
の
規

当
を
行
う
た
め
に
日
本
に
お
い
て
設
け
る
勘
定
に
つ
い
て
、
第
六
十
六
条
の
規

定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
い
て
積
み
立
て
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お

定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
い
て
積
み
立
て
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価
格
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
、
第
七

い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価
格
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
、
第
七

十
一
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
を
再
保
険
に

十
一
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
を
再
保
険
に

付
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
七
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に

付
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
七
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に

お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
備

お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
備

金
に
つ
い
て
、
第
七
十
九
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保

金
に
つ
い
て
、
第
七
十
九
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保

険
計
理
人
に
つ
い
て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お

険
計
理
人
に
つ
い
て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お

け
る
保
険
計
理
人
が
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
に
提
出

け
る
保
険
計
理
人
が
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
に
提
出

す
る
意
見
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四

す
る
意
見
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四

十
九
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八

十
九
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八

条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
及
び
第
百
四
十
条
の

条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条
及
び
第
百
四
十
条
の

三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
三
、

三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
八
条
の
三
、

第
四
十
八
条
の
五
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条

第
四
十
八
条
の
五
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
、
第
百
四
十
条

及
び
第
百
四
十
条
の
三
並
び
に
第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条

及
び
第
百
四
十
条
の
三
並
び
に
第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条

」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険

」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険

契
約
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
第
七
十
四
条
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
」
と
あ

契
約
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
第
七
十
四
条
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
」
と
あ
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る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保

る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
三
号
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保

険
契
約
（
第
八
十
三
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
号
か

険
契
約
（
第
八
十
三
条
第
一
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
号
か

ら
第
七
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
契
約
」
と
、
同
項

ら
第
七
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
契
約
」
と
、
同
項

第
七
号
の
二
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七

第
七
号
の
二
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七

条
第
三
項
第
三
号
」
と
、
第
五
十
三
条
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

条
第
三
項
第
三
号
」
と
、
第
五
十
三
条
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、

に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、

同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法
第
九
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条

同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法
第
九
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
八
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
営
業
所
又
は
事

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
八
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
営
業
所
又
は
事

務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
（
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
に

務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
（
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
支
店
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
営

規
定
す
る
支
店
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
営

業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
顧
客
」

業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
顧
客
」

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
二
中
「
業
務

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
二
中
「
業
務

」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
三
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日

に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
三
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日

本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
特
定
関
係
者
（
法
第
八
条
第

本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
特
定
関
係
者
（
法
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
次
条
及
び
第
五
十
三
条
の
六
に
お
い

一
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
次
条
及
び
第
五
十
三
条
の
六
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
（
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
に
規

て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
（
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は

定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
五
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」

「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
五
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は

「
特
殊
関
係
者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
六
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「

「
特
殊
関
係
者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
六
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「

特
殊
関
係
者
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第

特
殊
関
係
者
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第

五
十
三
条
の
七
第
一
項
中
「
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条

五
十
三
条
の
七
中
「
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
あ
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」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
七
条
、
第

る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八

九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
、
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
、
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」

業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
二

と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
八

項
中
「
保
険
で
あ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
業
に
係
る
保
険

中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
九
中

で
あ
っ
て
」
と
、
第
五
十
三
条
の
八
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

「
資
金
需
要
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
資
金
需
要
者
」
と
、
第
五
十

る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
九
中
「
資
金
需
要
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に

三
条
の
十
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」

お
け
る
資
金
需
要
者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
一
中
「
業
務
」

本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
顧
客
」
と
あ
る

、
第
五
十
三
条
の
十
一
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と

の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
保
険
契
約

、
同
条
第
三
号
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条

者
等
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
等
」
と
、
第
六
十
二
条
本

第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
保
険
契
約
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保

文
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
同
条
第

険
契
約
者
等
」
と
、
第
六
十
二
条
本
文
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

一
号
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、

に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「

第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
三
第
三
項
中
「
法
第
四
条
第
二

日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
二
号
」
と
、
第
六
十

条
の
三
第
三
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十

六
条
中
「
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る
資
産
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

七
条
第
三
項
第
二
号
」
と
、
第
六
十
六
条
中
「
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る

る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
お
い
て
日
本
に
お
け
る
資
産
」
と
、
「
帳
簿

資
産
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
お
い
て

価
額
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
決
算
期
の
帳
簿
価
額

日
本
に
お
け
る
資
産
」
と
、
「
帳
簿
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事

」
と
、
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

業
年
度
に
係
る
決
算
期
の
帳
簿
価
額
」
と
、
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
保
険
契

保
険
契
約
」
と
、
第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
第
七
十
三
条
第
一
項
中

に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
「
保
険
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
金
、
返
戻
金

「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
「
保
険
金
等

そ
の
他
の
給
付
金
」
と
、
「
毎
決
算
期
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業

」
と
あ
る
の
は
「
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
」
と
、
「
毎
決
算
期
」

年
度
に
係
る
毎
決
算
期
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
二
条
」
と

と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
」
と
、
「
前
条
」

、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
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と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
二
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第

七
条
第
三
項
第
四
号
」
と
、
第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「

四
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
四
号
」
と
、
第
七
十
九
条

第
百
五
十
七
条
」
と
、
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取
締

第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
」
と
、
第
八
十
二
条
第
一

役
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
報
告
書
の
提
出
期
限
の
三
週
間
前
ま
で
に
」
と

項
中
「
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取
締
役
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
報
告
書
の

、
同
項
第
一
号
中
「
商
号
又
は
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

提
出
期
限
の
三
週
間
前
ま
で
に
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
商
号
又
は
名
称
」
と

」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
九
条
」
と
、
同
項

あ
る
の
は
「
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
」
と
あ
る

第
四
号
中
「
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
に
関
す
る
事
項
」
と
あ
る
の

の
は
「
第
百
五
十
九
条
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金

は
「
に
関
す
る
事
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
六
十
四
条
第
一
項
の
契
約
者

の
分
配
に
関
す
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
に
関
す
る
事
項
」
と
、
同
項
第
五
号

配
当
準
備
金
又
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
」
と
あ

中
「
第
六
十
四
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
又
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項

る
の
は
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
」
と
、
同
項
第
六
号

第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
契
約

中
「
第
七
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
の
二
」
と
、
同
条
第

者
配
当
準
備
金
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「

二
項
中
「
取
締
役
会
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代

第
百
五
十
七
条
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
取
締
役
会
」
と
あ
る
の
は
「
外

表
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
規
定
の
準
用
等
）

（
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
規
定
の
準
用
等
）

第
二
百
十
一
条
の
三
十
三

第
五
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
少

第
二
百
十
一
条
の
三
十
三

第
五
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
少

額
短
期
保
険
募
集
人
に
つ
い
て
、
第
五
十
三
条
の
三
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま

額
短
期
保
険
募
集
人
に
つ
い
て
、
第
五
十
三
条
の
三
か
ら
第
五
十
三
条
の
六
ま

で
、
第
五
十
三
条
の
七
、
第
五
十
三
条
の
八
、
第
五
十
三
条
の
十
、
第
五
十
三

で
、
第
五
十
三
条
の
七
、
第
五
十
三
条
の
八
、
第
五
十
三
条
の
十
、
第
五
十
三

条
の
十
一
、
第
五
十
四
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
五
十
四
条
の
二
及
び
第

条
の
十
一
、
第
五
十
四
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
五
十
四
条
の
二
及
び
第

五
十
四
条
の
三
の
規
定
は
少
額
短
期
保
険
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

五
十
四
条
の
三
の
規
定
は
少
額
短
期
保
険
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
と

合
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
の
三
十
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
第
五
十

あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
の
三
十
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
第
五
十

三
条
の
四
中
「
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
次
条
及

三
条
の
四
中
「
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
次
条
及
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び
第
五
十
三
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
八
条
の
十

び
第
五
十
三
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
令
第
三
十
八
条
の
十

各
号
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
及
び
当
該
少
額
短
期
保

各
号
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
及
び
当
該
少
額
短
期
保

険
業
者
が
他
の
法
人
等
の
関
連
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人

険
業
者
が
他
の
法
人
等
の
関
連
法
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人

等
を
い
う
。
第
二
百
十
一
条
の
三
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
の
五

等
を
い
う
。
第
二
百
十
一
条
の
三
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
の
五

及
び
第
五
十
三
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
、
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
中

及
び
第
五
十
三
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
、
第
五
十
三
条
の
七
中
「
法
第

「
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二

九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
百
七
十

百
七
十
二
条
の
十
一
」
と
、
第
五
十
四
条
中
「
法
第
百
条
の
三
」
と
あ
る
の
は

二
条
の
十
一
」
と
、
第
五
十
四
条
中
「
法
第
百
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

「
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
三
」
と
、
同

二
百
七
十
二
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
三
」
と
、
同
条
第
三

条
第
三
号
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
関
係
者
（
令
第
三
十
八
条

号
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
関
係
者
（
令
第
三
十
八
条
の
十
各

の
十
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
百
十
一
条
の
三
十
三

号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
百
十
一
条
の
三
十
三
に
お
い

に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
四

て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「

号
中
「
前
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
二
号
」
と
、
第
五
十
四
条
の
二
中
「
法
第

前
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
二
号
」
と
、
第
五
十
四
条
の
二
中
「
法
第
百
条
の

百
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

三
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

用
す
る
法
第
百
条
の
三
」
と
、
第
五
十
四
条
の
三
中
「
法
第
百
条
の
三
」
と
あ

法
第
百
条
の
三
」
と
、
第
五
十
四
条
の
三
中
「
法
第
百
条
の
三
」
と
あ
る
の
は

る
の
は
「
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
三
」

「
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
三
」
と
、
「

と
、
「
金
融
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
庁
長
官
等
」
と
、
同
条
第
二
項
中

金
融
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は
「
金
融
庁
長
官
等
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五

「
第
五
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
の
三
十
三
に
お
い
て
準
用
す

十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
の
三
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五

る
第
五
十
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


